
  葬儀・火葬等受付及び手続き確認票 

  亡くなられた方                              様  

      喪     主                   様 

      葬 儀 の 日  令和    年     月    日 

      葬 儀 の 場 所  自宅 ・ 自宅以外（                ） 

      葬 儀 の 時 間  午前 ・ 午後     時     分 

     火 葬 の 時 間  午前 ・ 午後     時     分 

 
 ●後日、こちらの確認票と○印のものをお持ちのうえ、住民課①番の窓口へお越しください。 

   
◎ 広報こうた 掲載希望  有・無  ※掲載を希望する場合 … 原稿の提出  完了・未  

 
 お持ちいただくもの（○印のもの） 担 当 窓 口 担当確認欄 

○ 本人確認書類（窓口に来られるかたのもの） 
確認票 共  通  

 印鑑登録証（番号        ） 住民課      ①番窓口 完了・未 
 国民健康保険資格確認証（亡くなられた方及び同じ世帯の方） 

保険医療課  
国保年金グループ  

④番窓口 
完了・未  預金通帳（喪主様名義・相続人様名義） 

 会葬礼状・葬儀の領収書等 1 点（喪主氏名等の確認のため） 
 国民年金（証書・手帳・基礎年金番号通知書） 〃 完了・未 
 後期高齢者医療資格確認証 

保険医療課  
医療グループ 

④番窓口 
完了・未  預金通帳（喪主様名義・相続人様名義） 

 会葬礼状・葬儀の領収書等 1 点（喪主氏名等の確認のため） 
 福祉医療受給者証 

（子ども・障害・母子家庭等・精神・後期福祉 ） 〃 完了・未 

 身障者手帳・療育手帳・精神障害者手帳 福祉課   ⑤番窓口 
福祉グループ 完了・未  福祉サービス受給者証 

 介護保険被保険者証 福祉課     
介護保険グループ 

⑤番窓口 
完了・未  預金通帳（相続人様名義） 

 
 

児童手当 ・新受給者様名義の預金通帳・マイナンバーのわかるもの 
・対象のお子様（最年長の子）名義の預金通帳   など こども課   ③番窓口 完了・未 

 税関係 （ 町民税 ・ 資産税 ・ 収納 ） 税務課    ⑥番窓口  完了・未 

 
・水道課手続き  有 ・ 無               【幸田町役場 電話 0564‐62‐1111】 
 
※１  上記に○印がない場合でも、幸田町が発行した証書・受給者証・手帳等をお持ちでしたら、 

お持ちください。 
※２ 亡くなられた方が、水道使用者及び口座名義人の場合は、届出が必要です。詳しくは、 

水道課へお問合せください。 
※３ 亡くなられた方の名義で、町の税金・使用料・分担金等を口座引落で申請されている場合は、 

変更申請をされないと、自主納付に変わります。詳しくは、各担当課にお問合せください。 
 

● 固定資産（土地・家屋）の所有者の方が亡くなられた場合は、法務局で相続登記の手続が必要 
 です。詳しくは、名古屋法務局ホームページでご確認ください。 


